
 

 

 
 

 

 

３月１１日に発生した東日本大震災で被災された皆さまに、心より

お見舞いを申し上げます。 

一日も早い復旧を、心からお祈り申し上げます。 

 

当金庫では、今回の地震災害により影響を受けられた中小企業の皆

さまからの借入申込等に対して、法定の指定金融機関として懇切・丁

寧かつ個別の事情に応じた迅速な対応を行ってまいります。 

また、通帳などを喪失された場合においても、ご本人であることを

確認のうえ預金等の払戻しに応ずる等の便宜的な取り扱いを行って

まいります。 

 

いずれも詳細につきましては、以下をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平日の電話相談の内容 

営業店名 電話番号 受付時間 

全営業店 

各営業店の代表電話 

（ホームページ等で

ご確認ください） 

または 0120-079-366 

午前９時～午後７時 

○営業休日の電話相談の内容 

営業店名 電話番号 受付時間 

全営業店 0120-542-711 午前９時～午後５時 

実施日 当面の間の土曜日、日曜日、祝日 

  詳細につきましてはこちらをご覧ください。 

・「東日本大震災に関する特別相談窓口」の開設について

・東日本大震災の影響を受けている中小企業等の皆さまへ～東日本大震災復興特別貸付の概要～ 

・東日本大震災にかかる金融支援相談会等のご案内

・被災者の皆さまのご預金等のお取扱いについて

・財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の要件外払出しの課税の特例扱いについて

東日本大震災で被災された皆さまへ

・東日本大震災の義援金等のお振込にかかるお取扱いについて

・小規模企業共済契約貸付の取扱いについて
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